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　　三上　裕司

「平成23年台風12号」に関する介護報酬等の請求等の取扱いについて

　今般厚生労働省より、本年9月に発生した台風12号の被害により、一部の介護保険サー

ビス事業所等において、サービス提供記録等を滅失、棄損したという事例が報告されている

ことから、それに係る事業所においては平成23年8月サービス提供分に係る介護報酬等の

請求について概算による請求を行う旨の事務連絡が発出されました。

　概算請求を行う場合、および通常の方法により請求を行う場合の取扱いは下記のとおりで

す。

【概算請求を行う場合】

　災害救助法の適用地域（※）に所在する事業所が、本年9月10日までに概算による請求

を選択する旨、各国保連に届け出ることとなります。ただし届け出が困難である事業所等に

ついては、本年9月13目までに届け出を行う取り扱いとされております。提出期限に遅れ

たものについては、翌月以降に提出するものとなります。

　また、災害救助法の適用地域に所在する地域以外の区域に所在する事業所が概算請求を選

択する場合は、罹災証明書または罹災届出証明書を併せて各国保連に提出することとなりま

す。

　その際の介護報酬の算出方法は、

　　　平成23年4月～平成23年6月までの介護報酬等支払額

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　×31目

　　　　　　　　　　　91目（3ヶ月分の総目数）

となり、当該期間の介護報酬支払実績に基づき各国保連において各事業所の介護報酬を算出

します。



【通常の方法により請求を行う場合】

　平成23年8月サービス提供分（9月提出分）の請求書の提出期限は、原則として本年9月

10目となりますが、今回の台風の被災状況を鑑み、災害救助法適用地域に所在する介護サ

ービス事業所等に限り、本年9月13日とする取り扱いも可能とされております。

　なお、平成23年9月サービス提供分の介護報酬等の取扱いについては、別途ご連絡申し

上げます。

　つきましては、災害対応等でお忙しいところ恐縮ですが、貴会におかれましても本内容を

ご了知いただき、貴会傘下の郡市区医師会への周知方宜しくお願い申し上げます。

（※）平成23年9月7目現在の台風12号に関する災害救助法適用地域

岡山県：玉野市

和歌山県：田辺市、新宮市、日高郡日高川町、東牟婁郡那智勝浦町、東牟婁郡古座川町

奈良県：五條市、宇陀郡御杖村、吉野郡吉野町、吉野郡下市町、吉野郡黒滝村、

　　　　吉野郡天川村、吉野郡野迫川村、吉野郡十津川村、吉野郡川上村、吉野郡東吉野村

三重県：熊野市、南牟婁郡御浜町、南牟婁郡紀宝町

鳥取県：東伯郡湯梨浜町、西伯郡南部町

記

（添付資料）

・「平成23年台風12号」に関する介護報酬等の請求等の取扱いについて

　（平23．9．7厚生労働省老健局介護保険計画課、高齢者支援課、振興課、老人保健課事務連絡）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以上



事　　務　　連　　絡

平成23年9月7日

各都道府県介護保険担当主管部（局）　御中

厚生労働省老健局介護保険計画課

　　　　　　　高齢者支援課
　　　　　　　振　　興　　課

　　　　　　　老人保健課

　　r平成23年台風12号」に関する

介護報酬等の請求等の取扱いについて

　「平成23年台風12号」　（以下「台風」という。）に関する介護報酬等の請求等の事務につ

いては、下記のとおり取扱うこととするので、貴管内市町村、サービス事業者等への周知徹

底を図るようよろしくお願いしたい。

記

1　平成23年8月サービス提供分に係る介護報酬等の請求について

　平成23年8月サービス提供分に係る介護報酬等の請求については、今般の台風の被災に

　よりサービス提供記録等を滅失又は棄損した場合の対応として、概算による請求を行うこ

　とができるものであること。

2　概算請求を行う場合の取扱いについて

　（1）概算による請求を選択する介護サービス事業所等については、平成23年9月10日ま

　　でに概算による請求を選択する旨、各国民健康保険団体連合会（以下「国保連」とい

　　　う。）に届け出ること。ただし、届出が困難である事業所等については、平成23年9

　　月13日までに届出を行う取扱いとすること。

　　　また、提出期限に遅れたものについては、翌月以降に提出するものとすること。

（2）介護報酬等の算出方法

　　原則として平成23年4月サービス提供分から平成23年6月サービス提供分までの介

　護報酬支払実績により（当該介護サービス事業所等について特別な事情がある場合に

　は、別途介護サービス事業所等と調整をする。）、下記により算出し、支払を行うこ

　ととなるため、各介護サービス事業所等においては、別紙の様式により届け出るもの

　とすること。

平成23年4月～平成23年6月
　　　　介護報酬等支払額

×　31
91



（3）上記1に該当する介護サービス事業所等であって、災害救助法適用地域以外の区域

　に所在するものについては、罹災証明書又は罹災届出証明書を併せて各国保連に提出

　すること。

（4）この方法の対象となる請求の範囲については、公費負担医療に係るものについても

　含まれること。

（5）この方法による請求を選択した介護サービス事業所等については、この方法による

　概算額をもって平成23年8月サービス提供分の介護報酬等支払額を確定するものであ

　ること。

（6）概算請求が行われた介護報酬等に関する市町村等の支払については、介護サービス

　事業所ごとに、平成23年4月から平成23年6月までの各市町村等の当該介護サービス

　事業所に対する介護報酬等支払実績に基づき各国保連において按分する。

3　介護報酬等を概算請求した場合に係る処遇改善交付金の支払いについて

　上記2（2）により、介護報酬等を概算請求した介護サービス事業所等のサービス提供

分に係る処遇改善交付金については、平成23年4月サービス提供分から平成23年6月サー

　ビス提供分に係る介護サービス事業所等に対する処遇改善交付金の支払実績により（当該
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の介護サービス事業所等について特別な事情がある場合には、別途介護サービス事業所等と

調整をする。）、下記のとおり算出し、支払うこととする。

平成23年4月～平成23年6月
　　処遇改善交付金支払額

×　31
91

4　その他の通常の方法による請求を行う場合の取扱いについて
　（1）請求書の提出期限について

　　　平成23年8月サービス提供分（9月提出分）に係る請求明細書の提出期限について

　　　は、原則として平成23年9月10日とするが、今般の台風の被災状況を鑑み、災害救助

　　法適用地域に所在する介護サービス事業所等に限り、平成23年9月13日とする取扱い

　　　も可能とすること。

　　　　また、提出期限に遅れたものについては、翌月以降に提出するものとすること。

（2）居宅介護支援事業所等より給付管理票が提出されない場合の請求手順について

①　介護サービス事業所等においては、居宅介護支援事業所等に対し、可能な限り、介

　護報酬の請求に対応する給付管理票の提出有無について確認を行うこと。

②　介護サービス事業所等においては、上記①において給付管理票の提出の有無が確認

　ができない被保険者の請求については、請求明細書欄外上部に被保険者の住所及び赤
色て＠と記載し・紙にて請求することとする・

5　指定居宅介護支援業務等における給付管理業務の取扱いについて

　介護サービス事業所等と連絡が付かない場合、あるいは介護サrビス事業所等が上記に

よる概算請求を行うことを確認した場合は、指定居宅介護支援事業所においてサービス利



用票等の実績に係る：部分の作成を要しないものとする。なお、この場合「介護サービス計

画書の様式及び課題分析標準項目の提示について』　（平成11年11月11日老企29厚
生省老人保健福祉局企画課長通知）で定めるサービス利用票別表（第7表）区分支給限度

管理・利用者負担計算についても作成を要しないものとする。

　なお、指定介護予防支援業務においても同様の取扱いとする。

6　9月サービス提供分の介護報酬等の取扱いについて
　　9月サービス提供分の介護報酬等の取扱いについては、別途連絡すること。

7　台風により諸記録を滅失した場合の取扱いについて

　（1）以下に掲げる記録（民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利

　　用に関する法律（平成16年法律第149号）等に基づき書面に代えて電磁的記録により

　　保存を行うことができることとされている文書については電磁的記録を含む。以下

　　　「記録』という。）については、関係法令に基づき、介護保険施設・事業所等におけ

　　る整備・保存が義務づけられている。

　　　記録について、介護保険施設・事業所等において適切な管理の下、整備・保存して

　　いたにもかかわらず、今般の台風によりやむを得ず滅失した場合（見読が不可能とな

　　つた場合を含み、電磁的記録により保存を行っている介護保険施設・事業所等にあっ

　　ては電磁的記録の出力が不可能となった場合を含む。以下同じ。）には、関係法令に　　，

　　基づく保存義務違反には当たらないものと解すること。

　　　なお、記録の一部に限り滅失した場合には、滅失していない部分について、引き続

　　き、関係法令に基づき適切に整備・保存を行うこと。

　①　養護老人ホームの設備及ぴ運営に関する基準（昭和41年厚生省令第19号）第9条の

　　　記録

　②　介護保険法（平成9年法律第123号）第69条の19、第69条の20、第115条の39、第115

　　　条の42の記録

　③　介護保険法施行規則（平成11年厚生省令第36号）第34条の13、第113条の34、第140

　　　条の54、第140条の62の記録

　④指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準（平成11年厚生省令

　　　第37号）第39条、第53条の2、第73条の2、第82条の2、第90条の2、第104条の2、第

　　　105条の18、第118条の2、第139条の2、第154条の2、第191条の3、第192条の11、第2

　　　04条の2及び第215条の記録

　⑤　指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準（平成11年厚生省令第38

　　　号）第29条の記録

　⑥　指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準（平成11年厚生省令第39

　　　号）第37条の記録

　⑦　介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準（平成11年厚生省

　　　令第40号）第38条の記録

　　⑧　指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準（平成11年厚生省令第

　　　41号）第36条の記録

　　⑨特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準（平成11年厚生省令第46号）第9

　　　条の記録

　　⑩　指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準（平成18年厚生

　　　労働省令第34号）第40条、第60条、第87条、第107条、第128条及び第156条の記録

　　⑪指定介護辛防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス

　　　等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準（平成18年厚生労働省



　令第35号）第37条、第54条、第73条、第83条、第92条、第106条、第122条、第141条、

　第194条、第244条、第261条、第275条及び第288条の記録

⑫指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及ぴ運営並びに指定地域密着

　型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準（平

　成18年厚生労働省令第36号）第40条、第63条及び第84条の記録

⑬指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予

　防のための効果的な支援の方法に関する基準（平成18年厚生労働省令第37号）第28

　条の記録
⑭軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準（平成20年厚生労働省令第107号）第9

　条の記録

（2）記録の全部又は一部を滅失した場合、介護保険施設・事業所等は、滅失した理由、

　滅失した文書の名称等を記録した文書を保存すること

（3）見読が不可能となった文書及び電磁的記録の出力が不可能となった磁気ディスク等

　については、個人情報の流出等の疑いが生じることのないよう留意の上、廃棄するこ

　と。

（4）滅失等した記録の有無の確認、　（2）及び（3）に係る対応については、直ちに実

　施することを求めるものではなく、介護保険施設・事業所等の復旧作業に着手可能な

　状況になった段階で実施することとして差し支えないこと。



（別紙）

　　　　　平成23年台風12号に関する概算による

介護報酬等請求に関する届出書（平成23年8月サービス提供分）

事業所番号

　平成23年台風12号に関し、下記の要件に該当するため、8月サービス提供分につい
．て、概算による介護報酬等の請求を行います。

平成　　年　　月　　日

請求事業所等

所在地及び名称：

開設者名・事業者氏名 印

審査支払機関　　殿

己曇“

平成23年台風12号により、サービス提供記録等が滅失又は棄損したため、通常の手続

きによる請求を行うことが困難であること。


